
 

Ⅰ.新生児聴覚スクリーニングの流れ（注１） 
図2．全体の流れ 

 
 

  

                 

  

 

 
                           

              

  

                            

                                                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

注1：早産など特別な配慮が必要な児への検査時期については、図2にかかわらず、医師により適切に判断されることが望ましい。 

注２：確認検査でリファー（要再検）であった場合、生後３週間以内に尿を採取し、先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査を実施す

ることが強く推奨されている。 

注３：里帰り出産等で一次検査を未実施の場合には、市町村や小児科等の医療機関は、保護者に聴覚検査の意義等を説明し、一次検査医

療機関（生後２か月を経過している場合は、二次査医療機関）での検査を勧めてください。 

 
 

 
 

結果にかかわら

ず、家族が継続
してきこえをみて
いくことの重要性

を伝える。 
 

一次未実施で、生後２
か月を過ぎた児は、一
次検査ではなく、二次
または最終精査を行う
（注 3） 

密接な連携 遅くとも生後６か月までに、難聴の有無や療育の必要の可否を診断。 
補聴器適合・装用指導、言語指導などの療育、支援を難聴児及び 

保護者へ開始し、聴覚管理を行う。 

陽性 
 

※生後 1 か月以内の速やかな受診を勧める 
※最終聴覚精査医療機関及び、先天性サイトメガ
ロウイルス感染症精査医療機関に紹介する 

陰性 

精密検査を実施 

遅くとも生後３か月頃までに実施 
（ABR 又は ASSR） 

「家庭でできる耳の聞こえと言葉の 
発達のチェックリスト」 

二次聴覚精査医療機関（表３） 

先天性サイトメガロウイ
ルス感染症の治療 

聴覚障害の 
可能性は低い 

聴覚障害の 
可能性が高い 

療育機関 

群馬県立聾学校 

最終聴覚精査医療機関（表４） 

密接な連携 

サイトメガロウイルス尿核酸検出の実施（生後 3 週間以内）（注 2） 

 

一次聴覚検査医療機関（分娩取扱機関、小児科医療機関等 表 2）                 

初回検査（自動 ABR、ない場合は OAE） 

要再検（refer） パス（pass） 

要再検（refer） 

入院中の確認検査 

最終聴覚精査医療機関 
（表４） 

先天性サイトメガロウイルス
感染症精査医療機関（表５） 

聴力正常 聴覚障害確定 


